
 

 

北茨城市重点対策加速化事業補助金  

（自家消費型太陽光発電設備・蓄電池（家庭用））  

 

補助金申請の手引き  

 

 

 

 

 

【 受 付 ・ 問 合 せ 先 】  

　 　 北 茨 城 市 　環 境 産 業 部 　脱 炭 素 推 進 課　 脱 炭 素 推 進係  

　 　 〒 ３ １ ９ －１ ５ ９ ２  

北 茨 城 市 磯原 町 磯 原 １ ６３ ０ 番 地  

電 　 話 ： ０２ ９ ３ － ４ ３－ １ １ １ １ （内 線 ４ ８ １ ）  

Ｆ Ａ Ｘ ： ０２ ９ ３ － ４ ２－ ０ ４ ５ ４  

メ ー ル ： datsutanso@city.kitaibaraki.lg.jp 

 

【 受 付 ・ 問 合 せ 時 間 】  

　 　 ８ 時 ３ ０ 分～ １ ７ 時 １ ５分  

　 　 ※ 土 ・ 日 曜日 、 祝 日 及 びそ の 他 閉 庁 日（ 年 末 年 始 等） を 除 く 。  

 

【 申 請 受 付 期 間 】  

　 　 令 和 ８ 年 ５月 １ 日 （ 金 ）～ 令 和 ９ 年 １月 ２ ９ 日 （ 金） ま で  

　 　 ※ 受 付 期 間内 で あ っ て も、 予 算 枠 に 達し た 時 点 で 交付 申 請 を  

締 め 切 り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度  

 

 

北 茨 城 市 　 環 境 産 業 部 　 脱 炭 素 推 進 課  
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１ 　 補 助 事 業 の 概 要  

（ １ ） 事 業 の 趣 旨  

本 市 は 2020 年 に ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ 宣 言 を 行 い 、 2050 年 に 二 酸 化 炭 素

（ CO2）排 出 量 の 実 質 ゼ ロ を 目 指 す こ と と し て い る 。こ の 実 現 に 向 け て 、市

民 ・ 事 業 者 ・ 市 が 一 体 と な り ラ イ フ ス タ イ ル の 見 直 し や 公 共 施 設 で の CO2

排 出 削 減 、再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 等 、ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ 達 成 に 向 け

て 様 々 な 取 組 を 推 進 す る 必 要 が あ る 。  

　 　 本 事 業 は 、住 宅 等 に 太 陽 光 発 電 設 備 及 び 蓄 電 池 の 設 置 を 促 進 す る た め 、当

該 設 備 の 設 置 費 用 の 一 部 に つ い て 補 助 を 実 施 す る も の で あ る 。  

 

（ ２ ） 補 助 事 業 名  

　 　 北 茨 城 市 重 点 対 策 加 速 化 事 業 補 助 金（ 自 家 消 費 型 太 陽 光 発 電 設 備・蓄 電

池 （ 家 庭 用 ））  

 

（ ３ ） 補 助 対 象 者  

　 　 北 茨 城 市 内 に 、自 ら が 居 住 又 は 居 住 を 予 定 し て い る 住 宅 等 に 太 陽 光 発 電

設 備 及 び 蓄 電 池 を 設 置 す る 者 （ PPA 及 び リ ー ス に よ る も の を 含 む 。）  

※ 住 宅 等 ： 事 務 所 、 店 舗 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 用 途 を 兼 ね る 家 屋 を 含 む  
 

（ ４ ） 補 助 対 象 事 業  

　 　 太 陽 光 発 電 設 備 と 蓄 電 池 を 一 体 的 に 設 置 す る 事 業 で 、次 に 掲 げ る 要 件 を

全 て 満 た す も の 。  

≪ 注 意 ≫  

・太 陽 光 発 電 設 備 と 蓄 電 池 を 同 時 に 導 入 す る 方 が 対 象 で す 。ど ち ら か 片 方

の 導 入 の 場 合 は 対 象 に な り ま せ ん 。  

・市 で 行 っ て い る「 令 和 ８ 年 度 　 住 宅 用 太 陽 光 発 電・蓄 電 シ ス テ ム 補 助 金 」

と の 併 用 が 可 能 で す 。  

・本 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け る 前 に 設 置 工 事 に 着 手（ 事 業 者 と の 工 事 請 負

契 約 を 含 む ） し て い る 場 合 は 原 則 対 象 に な り ま せ ん 。  

 

　 　 ア 　 北 茨 城 市 内 に 設 置 さ れ る も の で あ る こ と 。  

　 　 イ 　 太 陽 光 発 電 設 備 に つ い て は 、国 実 施 要 領 別 紙 ２ の ２ ア（ ア ）に 定 め

る 交 付 要 件 を 満 た す こ と 。  

　 　 　 　 蓄 電 池 に つ い て は 、国 実 施 要 領 別 紙 ２ の ２ ア（ イ ）に 定 め る 交 付 要

件 を 満 た す こ と 。  

　 　 　 ◎ 国 実 施 要 領 に 定 め る 交 付 要 件 の 詳 細 に つ い て は 、６ ペ ー ジ「 ３ 　 国

実 施 要 領 要 件 の 詳 細 」 を 参 照 す る こ と 。  
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　 　 ウ 　 他 の 法 令 又 は 予 算 制 度 に 基 づ き 、国 の 負 担 又 は 補 助 を 得 て 実 施 す る

事 業 で は な い こ と 。  

エ 　 発 電 し た 電 力 の う ち 余 剰 電 力 を 売 却 す る 場 合 に お い て は 、市 が 指 定

す る 電 力 会 社 に 売 却 す る こ と 。  

 

（ ５ ） 補 助 対 象 経 費  

　 　 太 陽 光 発 電 設 備 及 び 蓄 電 池 の 設 置 に 係 る 費 用（ 国 実 施 要 領 別 表 第 １ 参 照 ）  

　 　 ※ 　 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 く 。  

 

（ ６ ） 補 助 率 及 び 補 助 金 額 の 上 限  

※ 上 記 に 掲 げ る 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 を  

補 助 金 額 と す る 。  

 

例 ． 発 電 出 力 5.0kW の 太 陽 光 発 電 設 備 と 蓄 電 容 量 8.0kWh の 蓄 電 池 を 設 置  

　 　 → 最 大 補 助 金 額 は 、 (5.0× 70,000)＋ (8.0× 47,000)＝ 726,000 円  

 

（ ７ ） 補 助 予 定 件 数 　 約 ３ ０ 件  

 

（ ８ ） 審 査 に つ い て  

　 　・受 付 期 間 内 に 到 着 し た 順 に 審 査 を 行 い 、申 請 書 類 の 到 着 日 か ら ２ ～ ３

週 間 程 度 を 目 途 に 交 付 決 定 を 行 う 。（ 申 請 書 類 に 不 備 ・ 不 足 が あ る 場

合 は こ の 限 り で は な い 。）  

　 　・受 付 期 間 中 で あ っ て も 申 請 件 数 が 予 算 額 に 達 し た 時 点 で 受 付 を 終 了 と

す る 。  

 

（ ９ ） 受 付 期 間  

　 　 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 （ 金 ） ～ 令 和 ９ 年 １ 月 ２ ９ 日 （ 金 ） ま で  

月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の ８ 時 ３ ０ 分 か ら １ ７ 時 １ ５ 分 ま で  

（ 土 ・ 日 曜 日 、 祝 日 及 び そ の 他 閉 庁 日 （ 年 末 年 始 等 ） を 除 く 。）  

　 　 ※ 受 付 期 間 内 で あ っ て も 、 予 算 枠 に 達 し た 時 点 で 交 付 申 請 を 締 め 切 る 。 

 

（ 10） 実 績 報 告 書 の 提 出 期 限  

事 業 の 完 了 日（ 本 事 業 に 係 る 一 連 の 工 事 が 完 了 し た 日 ）か ら 起 算 し て １

ヶ 月 以 内 。 又 は 令 和 ９ 年 ３ 月 １ ５ 日 の い ず れ か 早 い 日 。  

 

 区 分 補 助 率 補 助 金 額 の 上 限

 
太 陽 光 発 電 設 備 発 電 出 力 （ kW） ×  ７ 万 円 太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 に 係 る 費 用

 
蓄 電 池 蓄 電 池 の 設 置 に 係 る 費 用 × １ ／ ３ 　 蓄 電 容 量 （ kWh） ×  ４ ． ７ 万 円
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２ 　 申 請 方 法  

（ １ ） 申 請 及 び 実 績 報 告 ま で の フ ロ ー  

 

 

 申 請 者 （ 補 助 事 業 者 ） 北 茨 城 市

 
要 件 の 確 認

補 助 金 交 付  
申 請 書 類 一 式 　 提 出

 交 付 申 請 書 の 受 付

提 出 書 類 の 確 認  

（ 修 正 ・ 追 加 ）

提 出 書 類 の 受 付 完 了

書 類 審 査

「 交 付 決 定 通 知 書 」  

発 行
工 事 の 契 約 ・ 着 工

工 事 ・ 支 払 い 完 了

実 績 報 告 書 類 一 式  

及 び 請 求 書 　 提 出
実 績 報 告 書 の 受 理

提 出 書 類 の  

不 備 確 認  

提 出 書 類 の 受 理 完 了

書 類 審 査

「 補 助 金 確 定 通 知 書 」  

発 行

「 補 助 金 確 定 通 知 書 」  

受 領

補 助 金 支 払 い

補 助 金 入 金

２ ～ ３  

週 間  

２ ～ ３  

週 間  

２ 週 間  

程 度

公  
募

審  
査  
・  
選  
考

事  
業  
の  
開  
始  
・  
審  
査  
・  
支  
払  
い
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（ ２ ） 提 出 書 類  

　 　 提 出 書 類 に つ い て は ９ ペ ー ジ 「 ５ 　 提 出 書 類 」 を 参 照 す る こ と 。  

 

（ ３ ） 申 請 受 付 期 間  

　 　 受 付 期 間 ： 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 （ 金 ） ～ 令 和 ９ 年 １ 月 ２ ９ 日 （ 金 ） ま で  

月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の ８ 時 ３ ０ 分 か ら １ ７ 時 １ ５ 分 ま で  

（ 土・日 曜 日 、祝 日 及 び そ の 他 閉 庁 日（ 年 末 年 始 等 ）を 除 く 。） 

　 　 ※ 受 付 期 間 内 で あ っ て も 、 予 算 枠 に 達 し た 時 点 で 交 付 申 請 を 締 め 切 る 。 

 

（ ４ ） 提 出 方 法  

　 　 ア 　 申 請 書 を 下 記 の 受 付 窓 口 ま で 持 参 す る 方 法 。  

イ 　 申 請 書 を 下 記 の 受 付 窓 口 宛 て に 郵 送 す る 方 法 。  

　 　 　 ※ 不 備 の あ る 書 類 は 受 付 で き ま せ ん 。（ 原 則 返 送 と な り ま す 。）  

 

（ ５ ） 受 付 窓 口  

　 　 北 茨 城 市 　 環 境 産 業 部 　 脱 炭 素 推 進 課 　 脱 炭 素 推 進 係  

　 　 〒 ３ １ ９ － １ ５ ９ ２ 　 北 茨 城 市 磯 原 町 磯 原 １ ６ ３ ０ 番 地  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 北 茨 城 市 役 所 庁 舎 ４ 階 ）  

　 　 　 電 　 話 ： ０ ２ ９ ３ － ４ ３ － １ １ １ １ （ 内 線 ４ ８ １ ）  

　 　 　 Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ２ ９ ３ － ４ ２ － ０ ４ ５ ４  
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３ 　 国 実 施 要 領 要 件 の 詳 細  

（ １ ） 共 通 要 件  

　 　 ・ 整 備 す る 設 備 は 、 商 用 化 さ れ 導 入 実 績 が あ る も の で あ る こ と 。  

　 　 ・ 整 備 す る 設 備 は 、 中 古 設 備 で な い こ と 。  

　 　 ・ 整 備 す る 設 備 は 、 各 種 法 令 等 に 遵 守 し た も の で あ る こ と 。  

　 　・法 定 耐 用 年 数 （ ※ ） を 経 過 す る ま で の 間 、本 事 業 に よ り 取 得 し た 温 室 効

果 ガ ス 排 出 削 減 効 果 に つ い て J-ク レ ジ ッ ト 制 度 へ の 登 録 を 行 わ な い

こ と 。  

　 　 （ ※ ） 太 陽 光 発 電 設 備 ： 17 年 　 蓄 電 池 ： 6 年  

 

【 PPA 契 約 、 リ ー ス 契 約 の 場 合 】  

・ PPA 事 業 者 又 は リ ー ス 事 業 者 に 対 し て 本 補 助 金 が 交 付 さ れ た 上 で 、  

交 付 金 額 相 当 分 が サ ー ビ ス 料 金 等 か ら 控 除 さ れ る も の で あ る こ と 。  

（ サ ー ビ ス 料 金 等 か ら 交 付 金 額 相 当 分 が 控 除 さ れ て い る こ と が 分 か る  

書 類 が 必 要 と な り ま す 。）  

・ 導 入 し た 設 備 等 を 法 定 耐 用 年 数 期 間 満 了 ま で 継 続 的 に 使 用 す る た め  

に 必 要 な 措 置 等 が 分 か る 書 類 を 具 備 す る こ と 。  

ま た 、リ ー ス 期 間 等 が 法 定 耐 用 年 数 よ り も 短 い 場 合 は 、法 定 耐 用 年 数

期 間 満 了 ま で 継 続 的 に 使 用 す る こ と を 担 保 す る こ と 。  

 

（ ２ ） 太 陽 光 発 電 設 備 に 関 す る 要 件 （ 国 実 施 要 領 別 紙 ２ の ２ ア （ ア ））  

・本 事 業 に よ っ て 得 ら れ る 環 境 価 値 の う ち 、需 要 家 に 供 給 を 行 っ た 電 力

量 に 紐 付 く 環 境 価 値 を 需 要 家 に 帰 属 さ せ る も の で あ る こ と 。  

・固 定 価 格 買 取 制 度 (FIT)の 認 定 又 は FIP 制 度 の 認 定 を 取 得 し な い こ と 。 

・ 自 己 託 送 を 行 わ な い も の で あ る こ と 。  

・資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 の「 事 業 計 画 策 定 ガ イ ド ラ イ ン（ 太 陽 光 発 電 ）」及 び

「 説 明 会 及 び 事 前 周 知 措 置 実 施 ガ イ ド ラ イ ン 」に 定 め る 遵 守 事 項 等 に

準 拠 し て 事 業 を 実 施 す る こ と 。  

・ 発 電 し た 電 力 量 の 30％ 以 上 を 自 家 消 費 す る こ と 。  

（ 自 家 消 費 率 の 確 認 の た め 、市 か ら 発 電 量 や 使 用 量 の 記 録 資 料 の 提 出 を

求 め る 場 合 が あ り ま す 。  
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（ ３ ） 蓄 電 池 に 関 す る 要 件 （ 国 実 施 要 領 別 紙 ２ の ２ ア （ イ ））  

　 　 ・ 再 エ ネ 発 電 設 備 に よ っ て 発 電 し た 電 気 を 蓄 電 す る も の で あ り 、 平 時  

　 　 に お い て 充 放 電 を 繰 り 返 す こ と を 前 提 と し た 設 備 で あ る こ と 。  

　 　 ・ 停 電 時 の み に 利 用 す る 非 常 用 予 備 電 源 で な い こ と 。  

　 　 ・ 蓄 電 池 の 導 入 費 用 （ 工 事 費 込 み ・ 税 抜 ） を 蓄 電 容 量 1kWh 当 た り  

125,000 円 以 下 と な る よ う 努 め る こ と 。  

　・ 初 期 実 効 容 量 、定 格 出 力 、出 力 可 能 時 間 、保 有 期 間 、廃 棄 方 法 、ア フ

タ ー サ ー ビ ス 等 に つ い て 、 所 定 の 表 示 が な さ れ て い る こ と 。  

　 　 ・ 一 般 社 団 法 人 環 境 共 創 イ ニ シ ア チ ブ （ SII） が 登 録 ・ 公 表 し て い る  

蓄 電 シ ス テ ム で あ る こ と 。（ 国 実 施 要 領 の 交 付 要 件 h～ m（ iを 除 く ）に

相 当 ）  
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４ 　 注 意 事 項 及 び そ の 他  

（ １ ） 取 得 財 産 等 の 処 分 に つ い て  

　 　 ア 　 補 助 事 業 者 は 、補 助 対 象 事 業 に よ り 取 得 し 、又 は 効 用 の 増 加 し た 財

産（ 以 下「 取 得 財 産 等 」と い う 。）に つ い て 、管 理 す る た め の 台 帳 を 備

え 、補 助 対 象 事 業 の 完 了 に お い て も 、善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管

理 し 、補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 従 っ て 、こ の 効 率 的 運 用 を 図 ら な け れ ば

な ら な い 。  

　 　 イ 　 補 助 事 業 者 は 、取 得 財 産 等 を 市 長 の 承 認 を 受 け な い で 、補 助 金 の 交

付 の 目 的 に 反 し て 使 用 、譲 渡 、交 換 ，貸 付 け 、担 保 に 供 す る 、又 は 取

り 壊 し（ 破 棄 を 含 む ）を 行 っ て は な ら な い 。た だ し 、減 価 償 却 資 産 の

耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令（ 昭 和 40 年 大 蔵 省 令 第 15 号 ）で 定 め る 期 間

を 経 過 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

（ ２ ） 交 付 決 定 に つ い て  

補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 補 助 申 請 者 が 提 出 し た 書 類 に 偽 り そ の 他

不 正 が あ っ た と 認 め る と き は 、補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し 、交 付 し

た 金 額 の 返 還 を 求 め る 場 合 が あ る 。  

 

（ ３ ） 計 画 変 更 に つ い て  

補 助 事 業 者 は 交 付 申 請 書 の 内 容 を 変 更 す る と き 又 は 中 止 す る と き は

速 や か に 補 助 金 変 更 等 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 提 出 す る こ と 。  
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５ 　 提 出 書 類  

（ １ ） 補 助 金 申 請 時 に 必 要 な 書 類  

　 補 助 金 の 申 請 に あ た っ て は 、 以 下 の 書 類 を 揃 え 提 出 す る こ と 。  

　 ※ 北 茨 城 市 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し て い る 様 式 以 外 で の 申 請 は 認 め な い 。  

 

【 申 請 時 】  

○ ： 全 員 提 出 　 　 △ ： 該 当 者 の み 提 出  

 

 № 書 類 名 様 式 該 当 確 認

 
① 交 付 申 請 書 第 １ 号 ○

 
② 事 業 概 要 書

第 １ 号  

別 紙 ３
○

 
③ チ ェ ッ ク リ ス ト

第 1 号  

別 紙 ３ の ２
○

 
④ 市 税 等 納 付 状 況 等 調 査 承 諾 書

第 1 号  

別 紙 ６
○

 
⑤ 暴 力 団 等 の 排 除 に 関 す る 誓 約 書 兼 同 意 書

第 1 号  

別 紙 ７
○

 
⑥

太 陽 光 発 電 設 備 及 び 蓄 電 池 の 設 置 費 用 の 根

拠 と な る 書 類 （ 見 積 書 、 見 積 明 細 書 等 ）
任 意 様 式 ○

 
⑦

太 陽 光 発 電 設 備 及 び 蓄 電 池 の  

設 備 容 量 等 が 分 か る 書 類
任 意 様 式 ○

 
⑧ 太 陽 光 発 電 設 備 及 び 蓄 電 池 の 配 置 図 任 意 様 式 ○

 
⑨ そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 任 意 様 式 △
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（ ２ ） 補 助 金 申 請 時 に 必 要 な 書 類 の 詳 細  

　 ① 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ）  

　 ・ 市 が 指 定 す る 交 付 申 請 書 に 記 入 す る こ と 。  

 

　 ② 事 業 概 要 書 （ 様 式 第 1 号 別 紙 ３ ）  

　 ・ 事 業 の 実 施 場 所 、 実 施 内 容 、 補 助 対 象 経 費 に つ い て 記 入 す る こ と 。  

　 ・ 蓄 電 池 の メ ー カ ー 名 ・ 型 式 を 記 入 す る 際 は 、 一 般 財 団 法 人 環 境 共 創 イ  

ニ シ ア チ ブ （ SII） の 製 品 登 録 情 報 を 参 照 す る こ と 。   

 

　 ③ チ ェ ッ ク リ ス ト  

　 ・ 補 助 要 件 等 を 確 認 し 、 該 当 す る も の に チ ェ ッ ク を 記 載 す る こ と 。  

　 ※ 原 則 、 全 て に チ ェ ッ ク が な い 場 合 は 、 交 付 対 象 と し な い 。  

 

　 ④ 市 税 等 納 付 状 況 等 調 査 承 諾 書 （ 様 式 第 1 号 別 紙 ６ ）  

　・交 付 要 件 で あ る 市 税 等 に 未 納 が な い こ と を 確 認 す る た め 、市 が 補 助 対 象

者 の 市 税 等 の 納 付 状 況 を 調 査 す る こ と を 承 諾 す る 場 合 、 記 入 す る こ と 。 

　 ※ 市 税 等 に 未 納 が な い こ と を 確 認 出 来 な い 場 合 は 、 交 付 対 象 と し な い 。  

 

　 ⑤ 暴 力 団 等 の 排 除 に 関 す る 誓 約 書 兼 同 意 書 （ 様 式 第 1 号 別 紙 ７ ）  

　 ・ 内 容 を 確 認 し 、 署 名 す る こ と 。  

 

　 ⑥ 太 陽 光 発 電 設 備 及 び 蓄 電 池 の 設 置 費 用 の 根 拠 と な る 書 類（ 見 積 書 、見 積

明 細 書 等 ）  

・ 見 積 書 等 の 宛 名 が 申 請 者 と 同 一 名 で あ る こ と 。  

・ 見 積 書 等 に は 補 助 対 象 経 費 が 分 か る よ う に 、 備 考 欄 等 に そ の 旨 （「補 助  

対 象 」 等 ） を 記 入 す る か 、 費 用 ・ 費 目 に 印 を 示 す こ と 。  

 

⑦ 太 陽 光 発 電 設 備 及 び 蓄 電 池 の 設 備 容 量 等 が 分 か る 書 類（ 仕 様 書 、カ タ ロ

グ 等 ）  

　・そ れ ぞ れ の 型 式 や 寸 法 が 記 載 さ れ て い る 仕 様 書 、カ タ ロ グ 等 の 写 し を 提

出 す る こ と 。  

 

　 ⑧ 太 陽 光 発 電 設 備 及 び 蓄 電 池 の 配 置 図  

　 ・ 見 積 書 等 と の 整 合 性 （ 数 量 、 発 電 出 力 等 ） が 取 れ て い る こ と 。  

 

⑨ そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

・ 必 要 に 応 じ て 、 対 応 す る こ と 。  

 

 

 



  

- 11 - 

 

（ ３ ） 実 績 報 告 時 に 必 要 な 書 類  

実 績 報 告 時 に は 以 下 の 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

※ 北 茨 城 市 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し て い る 様 式 以 外 で の 申 請 は 認 め な い 。  

 

【 実 績 報 告 時 】  

○ ： 全 員 提 出 　 　 △ ： 該 当 者 の み 提 出  

 

 

 № 書 類 名 様 式 該 当 確 認

 
① 実 績 報 告 書 第 ６ 号 ○

 
② 個 票

第 ６ 号  

別 紙 ３
○

 
③ 施 工 前 後 の 写 真 任 意 様 式 ○

 
④

補 助 対 象 設 備 に 係 る 契 約 行 為 を 行 っ た こ と が

分 か る 書 類 （ 契 約 書 等 ）
任 意 様 式 ○

 
⑤ 工 事 費 用 の 支 払 を 確 認 で き る 書 類 任 意 様 式 ○

 
⑥ 住 民 票 の 写 し － ○

 
⑦ そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 任 意 様 式 △
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（ ４ ） 実 績 報 告 時 に 必 要 な 書 類 の 詳 細  

　 ① 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）  

　 ・ 市 が 指 定 す る 報 告 書 に 記 入 す る こ と 。  

 

　 ② 個 票 （ 様 式 第 ６ 号 別 紙 ３ ）  

　 ・ 設 置 し た 設 備 に 関 す る 情 報 等 に つ い て 記 入 す る こ と 。  

 

③ 施 工 前 後 の 写 真  

　 ・ 設 備 設 置 前 の 写 真 及 び 設 置 工 事 後 の 現 況 写 真 を 比 較 で き る よ う に 撮 影  

す る こ と 。  

 

　 ④ 補 助 対 象 設 備 に 係 る 契 約 行 為 を 行 っ た こ と が 分 か る 書 類 （ 契 約 書 等 ）  

　・設 置 工 事 の 請 負 契 約 書 の 写 し 等 、申 請 者 が 施 工 業 者 と 係 る 契 約 行 為 を 行

っ た こ と が 分 か る も の を 提 出 す る こ と 。  

　・申 請 者 の 氏 名 、契 約 日 、発 行 者 名（ 施 工 業 者 等 ）の 記 載 が あ る も の と し 、 

契 約 日 は 本 補 助 金 の 交 付 決 定 の 日 以 降 で あ る こ と 。  

 

　 ⑤ 工 事 費 用 の 支 払 を 確 認 で き る 書 類  

　・領 収 書 の 写 し 等 、申 請 者 が 施 工 業 者 に 対 し て 支 払 い を し た こ と が 分 か る

も の を 提 出 す る こ と 。  

　 　 な お 、申 請 者 の 氏 名 、領 収 日 、発 行 者 名（ 施 工 業 者 等 ）の 記 載 が あ る も

の と す る 。  

　・支 払 金 額 が 補 助 金 申 請 時 に て 提 出 し た 、設 置 費 用 の 根 拠 と な る 書 類 の 金

額 と 一 致 す る こ と 。  

 

⑥ 住 民 票 の 写 し  

　 ・ ３ ヶ 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の 。  

・ 住 民 票 に 記 載 の 住 所 が 設 備 の 設 置 場 所 と 一 致 し て い る こ と 。  

　 ・ マ イ ナ ン バ ー が 記 載 さ れ て い な い も の 。  

 

⑦ そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

・ 必 要 に 応 じ て 、 対 応 す る こ と 。  

 

（ ５ ） 必 要 に 応 じ て 提 出 す る 書 類 及 び 詳 細  

① 事 前 着 手 届 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

　・や む を 得 な い 事 由 に よ り 、補 助 金 の 交 付 決 定 前 に 補 助 対 象 事 業 に 着 手 す

る 必 要 が あ る 場 合 は 、交 付 申 請 書 に 併 せ て 事 前 着 手 届 を 提 出 し 、承 認 を

受 け る こ と 。  

　 　 た だ し 、環 境 省 か ら 市 に 通 知 さ れ る 交 付 金 の 内 示 日 以 降 に 着 手 す る 場 合

に 限 る 。  
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② 補 助 金 変 更 等 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ４ 号 ）  

　・補 助 申 請 内 容 を 変 更 、中 止 す る と き は 、変 更 等 承 認 申 請 書 を 提 出 し 、承

認 を 受 け る こ と 。  

　・導 入 す る 設 備 又 は 補 助 金 額 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、変 更 等 承 認 申 請 書 に

併 せ て 変 更 後 の 内 容 を 記 載 し た 事 業 概 要 書（ 様 式 第 １ 号 別 紙 ３ ）を 提 出

す る こ と 。  


